
はじめにお読みください

●以下の4つの【回答票】シートの｢薄緑色セル」に必要情報とご意見をご記入またはプルダウンで該当する項目を選択してください。

・【回答票①】団体・担当情報　※1件でもご意見がある場合には当シートをご記入の上ご提出ください。

・【回答票②】本紙

・【回答票③】機能・帳票要件

・【回答票④】帳票詳細要件

●「薄緑色セル」に入力してください。

●行数が足りない場合は適宜、行を追加してください。

●回答にあたっては、「標準仕様書（1.2版）案」を参照の上、各記載要領に沿ってご記入をお願いいたします。

また、回答の集計を実施するため、回答記入時にセル結合をしないようお願いいたします。

●事務局が提示した改定案のみを対象として、ご意見をお願いいたします。

●標準仕様書（1.2版）案 全体に対して追加・修正等の意見がない場合は、回答票の提出に代えてメール本文に「標準仕様書（案）に対す
る意見なし」と記載して回答することも可能です。この場合、回答票を提出した取り扱いとさせていただきます。
なお、いずれの回答もいただかなかった場合は、回答票の提出がなかったものとして取り扱います。



①団体区分 ②都道府県名
③市区町村名／事

業者名
④部署名 ⑤担当者名 ⑥電話（外線）番号 ⑦電子メールアドレス

記入必須 記入必須 記入必須 記入必須 記入必須 記入必須 記入必須

5:市 ○○県 ○○市 国保年金課 鈴木 太郎 045-XXXX-XXXX XXXXXX＠XX.lg.jp

1:指定都市

【回答票①】団体・担当情報



No. ①回答元 ②ご意見等の概要
入力例 ○○市 標準仕様書 本紙の目次番号に関すること

1

2

3

※適宜、行を追加してご入力ください。【最終行を行選択　⇒　挿入】で追加可能です。

【回答票②】標準仕様書本紙



③ご意見等 ④意見発出者
・・・・・ 1:担当課

※適宜、行を追加してご入力ください。【最終行を行選択　⇒　挿入】で追加可能です。



①回答元 ②大項目 ③中項目 ④機能ID ⑤改定（案）機能要件 ⑥改定（案）要件種別 ⑦要件の考え方・理由 ⑧意見有無 ⑨意見の種類 ⑩要件種別 ⑪意見発出理由 ⑫根拠法令・通知等の詳細な理由 ⑬意見発出者 ⑭要件（修正後）
記入必須 記入必須 条件により記入必須 条件により記入必須 条件により記入必須 条件により記入必須 記入必須 条件により記入必須

入力例 ○○市 2.免除 産前・産後免除申請書受理・審査 250 行政区別に異動報告書を作成できること 標準オプション機能 2:意見あり 5:要件種別変更 2:必須 5:その他 標準オプション機能のままでは移行に影
響が生じる

1:担当課

1 0.共通 検索 002 以下の項目で検索できること

【検索項目】
住民番号、世帯番号、電話番号、方書、行政区、受給資格者番号、旧
年金番号（直近の基礎年金番号（基礎年金番号の統合前の番号も含
む））、旧市区町村名（転入前の直近に限る）、住民記録（現存・消除）、
 旧氏、併記名、生年月日、メモ、特記事項、地番

標準オプション機能 ・生年月日の検索については、範囲検索も必要に応じて可能とする

2 0.共通 検索 418 全市検索機能、行政区内検索機能を備えること。 標準オプション機能

3 0.共通 照会・編集 008 被保険者のその他記録を 検索、登録・修正・削除・照会できること

【管理項目】
特記事項、職権適用区分、旧年金番号（直近の基礎年金番号（基礎年
金番号の統合前の番号も含む））、電話番号1、電話番号1の種別、電
話番号1の備考、電話番号2、電話番号2の種別、電話番号2の備考
等

※上記管理項目は直近のみの管理とする

標準オプション機能 必要な情報は窓口装置（WM）にて確認することとし、「国民年金市
町村事務処理基準」等に基づき、市区町村にて（最低限）管理すべ
き項目を対象として定義することとする。

報告対象の電話番号の選定方法は要件定義以降に市区町村にて
検討してよい範囲とする

4 0.共通 連携 069 住民記録システムとの連携を行い、住民記録システムの住民情報に
ついて、 リアルタイムで取得できること

【連携項目】
個人番号、宛名番号、生年月日、氏名（漢字・カナ・ローマ字）、性
別、郵便番号、住所、国籍、旧氏・通称、世帯番号、支援措置対象者
情報、世帯主、続柄、住民記録における異動履歴、転入前住所、消
除年月日、消除理由、支援措置対象者宛名番号、個人履歴番号_枝
番号、本籍・筆頭者

実装必須機能 ・基幹系業務との他システム連携機能において、国民年金用宛名
情報／税務情報等の情報については、最新情報を保持する住民
記録システムや個人住民税システムを都度参照する仕様を原則と
する。ただし、処理速度やシステム負荷の観点、あるいは、各市区
町村における移行完了までの過渡期の運用を考慮し、必要に応
じ、「宛名・税等の情報を保持した連携情報より、世帯や所得情報
を各業務データにて保持する」パターンや「宛名・税等の情報を保
持し、利用時に保持した連携情報（副本）より必要な世帯や所得情
報を取得する」パターンの採用も可能である仕様とする。
・連携は主に宛名番号で突合する想定

具体的な連携項目は、機能別連携仕様に定める。

5 0.共通 連携 391 住民記録システムとの連携を行い、住民記録システムで保有している
住民情報について、バッチ（一括受信）にて取得できること

【管理項目】
個人番号、宛名番号、生年月日、氏名（漢字・カナ・ローマ字）、性別、
郵便番号、住所、国籍、旧氏・通称、世帯番号、支援措置対象者情報、
世帯主、続柄、住民記録における異動履歴、留意事項・備考、メモ、電
話番号、本籍・筆頭者、操作年月日、操作日時

実装必須機能 住民記録システムとの連携にあたり、住民情報をまとめて取得する
ことから、システム負荷を考慮し、API連携ではなく、バッチ処理によ
る連携機能を設ける。

6 0.共通 連携 072 住民記録システムとの連携を行い、住民記録システムの住民情報につ
いて国民年金システムにて保持することで、被保険者の配偶者、世帯
主情報を取得できること。なお、遡及免除申請などの対応を考慮し、申
請期間に応じて審査対象となる（元）配偶者や（元）世帯主を必要に応
じて特定できること

【管理項目】
個人番号、宛名番号、生年月日、氏名（漢字・カナ・ローマ字）、性別、
郵便番号、住所、国籍、旧氏・通称、世帯番号、支援措置対象者情報、
世帯主、続柄、住民記録における異動履歴、 留意事項・備考、メモ、電
 話番号、本籍・筆頭者、操作年月日、操作日時

※ただし配偶者については住民記録システム異動情報から特定できる
場合に限る

実装必須機能

7 0.共通 連携 074 個人住民税システムとの連携を行い、個人住民税システムの課税情報
について、 リアルタイムで取得できること

【連携項目】
宛名番号、課税情報、所得情報、扶養情報

実装必須機能 ・基幹系業務との他システム連携機能において、国民年金用宛名
情報／税務情報等の情報については、最新情報を保持する住民
記録システムや個人住民税システムを都度参照する仕様を原則と
する。ただし、処理速度やシステム負荷の観点、あるいは、各市区
町村における移行完了までの過渡期の運用を考慮し、必要に応
じ、「宛名・税等の情報を保持した連携情報より、世帯や所得情報
を各業務データにて保持する」パターンや「宛名・税等の情報を保
持し、利用時に保持した連携情報（副本）より必要な世帯や所得情
報を取得する」パターンの採用も可能である仕様とする。
・原則取得した情報は国民年金システムにて保持（格納）はしない
・連携は主に宛名番号で突合する想定

具体的な連携項目は、機能別連携仕様に定める。

8 0.共通 連携 077 免除にて生活保護システムとの連携を行い、生活保護システムの生活
保護情報について、 リアルタイムで取得できること

【連携項目】
宛名番号、扶助の種類、開始日・廃止日

標準オプション機能 ・基幹系業務との他システム連携機能において、国民年金用宛名
情報／税務情報等の情報については、最新情報を保持する住民
記録システムや個人住民税システムを都度参照する仕様を原則と
する。ただし、処理速度やシステム負荷の観点、あるいは、各市区
町村における移行完了までの過渡期の運用を考慮し、必要に応
じ、「宛名・税等の情報を保持した連携情報より、世帯や所得情報
を各業務データにて保持する」パターンや「宛名・税等の情報を保
持し、利用時に保持した連携情報（副本）より必要な世帯や所得情
報を取得する」パターンの採用も可能である仕様とする。
・取得した情報は国民年金システムにて保持（格納）はしない
・連携は主に宛名番号で突合する想定

具体的な連携項目は、機能別連携仕様に定める。

9 0.共通 連携 398 国民健康保険システムとの連携を行い、国民健康保険システムの情
報について、 リアルタイムで取得できること。

【連携項目】
宛名番号、資格区分、国保資格取得年月日、国保資格喪失年月日

実装必須機能 具体的な連携項目は、機能別連携仕様に定める。

10 0.共通 連携 399 国民健康保険システムとの連携を行い、国民健康保険システムの情報
について、国民年金システムにて保持できること。

【連携項目】
宛名番号、資格区分、国保資格取得年月日、国保資格喪失年月日

標準オプション機能 具体的な連携項目は、機能別連携仕様に定める。

11 0.共通 連携 419 介護保険システムとの連携を行い、介護保険システムの情報につい
て、 リアルタイムで取得できること。

【管理項目】宛名番号、年金特別徴収市町村回付情報

標準オプション機能

12 0.共通 連携 079 住民記録システムとの連携を行い、最新の資格履歴に関する資格異
動情報について、提供できること

【連携項目】
宛名番号、基礎年金番号、被保険者種別（第1号または任意）、取得
日、喪失日、被保険者の種別変更があった年月日

実装必須機能 具体的な連携項目は、機能別連携仕様に定める。

13 0.共通 連携 080 国民健康保険システムとの連携を行い、最新の資格履歴に関する資
格異動情報について、提供できること

【連携項目】
宛名番号、基礎年金番号、資格有無区分、被保険者種別（1号または
任意）、取得日、喪失日

標準オプション機能 具体的な連携項目は、機能別連携仕様に定める。

No.

※ 改定の具体的な内容は、「標準仕様書（案）の機能・帳票要件一覧」を参照してください。

【回答票③】機能・帳票要件



14 0.共通 連携 421  生活保護システムとの連携を行い、給付情報について、提供できる
 こと

 【連携項目】
 宛名番号、基礎年金番号、給付情報

 標準オプション機能

15 0.共通 連携 422 就学事務システム（就学援助）との連携を行い、免除情報について、提
供できること

【連携項目】
宛名番号、基礎年金番号、免除･納付猶予情報、産前産後免除情報

標準オプション機能 具体的な連携項目は、機能別連携仕様に定める。

16 0.共通 連携 423 児童手当システムとの連携を行い、最新の資格履歴に関する資格異
動情報について、提供できること
【連携項目】
宛名番号、基礎年金番号、資格有無区分、被保険者種別（1号または
任意）、取得日、喪失日

標準オプション機能 具体的な連携項目は、機能別連携仕様に定める。

17 0.共通 連携 424  児童扶養手当システムとの連携を行い、最新の資格履歴に関する資
 格異動情報について、提供できること
 【連携項目】
 宛名番号、基礎年金番号、資格有無区分、被保険者種別（1号また
 は任意）、取得日、喪失日

 標準オプション機能

18 0.共通 連携 425 子ども・子育て支援システムとの連携を行い、最新の資格履歴に関す
る資格異動情報について、提供できること
【連携項目】
宛名番号、基礎年金番号、資格有無区分、被保険者種別（1号または
任意）、取得日、喪失日

標準オプション機能 具体的な連携項目は、機能別連携仕様に定める。

19 1.資格異動 資格取得 097 新規取得に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構から
の返戻年月日、電子媒体収録有無

標準オプション機能

20 1.資格異動 資格取得 099 再取得に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構から
の返戻年月日、電子媒体収録有無

標準オプション機能

21 1.資格異動 資格取得 101 任意加入に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構から
の返戻年月日、電子媒体収録有無

標準オプション機能

22 1.資格異動 資格取得 103 資格取得に係る履歴の修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構から
の返戻年月日、電子媒体収録有無

標準オプション機能

23 1.資格異動 資格取得 106 行政区別に異動報告書を作成できること 標準オプション機能

24 1.資格異動 種別変更 111 種別変更（第3号→第1号の変更等）の登録・修正・削除・照会ができる
こと

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構から
の返戻年月日、電子媒体収録有無

標準オプション機能

25 1.資格異動 種別変更 113 種別変更（第3号→第1号の変更等）に係る履歴の修正・削除・照会が
できること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構から
の返戻年月日、電子媒体収録有無

標準オプション機能 市区町村においては1号期間を管理することから、運用上1号資格
取得であると考えられるため、機能要件について（第1号取得）と表
現を補った。

26 1.資格異動 種別変更 115 行政区別に異動報告書を作成できること 標準オプション機能

27 1.資格異動 資格喪失（死亡） 400 資格喪失に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、返付年月日（届書に不備等があった場合）、再受付年月日
（不備訂正後の再提出があった場合）、却下通知年月日（再審査要の
場合）、日本年金機構からの返戻年月日、電子媒体収録有無

標準オプション機能

28 1.資格異動 資格喪失（死亡） 401 資格喪失（死亡）に係る履歴の修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、返付年月日（届書に不備等があった場合）、再受付年月日
（不備訂正後の再提出があった場合）、却下通知年月日（再審査要の
場合）、日本年金機構からの返戻年月日、電子媒体収録有無

標準オプション機能

29 1.資格異動 資格喪失（死亡） 122 異動報告の要否に従い、異動報告書の作成有無を選択できること 標準オプション機能 ・ 市町村市区町村から電子媒体にて報告がなされる想定事務とし
て、支援措置対象者の場合を想定している

30 1.資格異動 資格喪失（海外転出） 127 喪失に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】
基礎年金番号、資格喪失の年月日及びその理由、受付年月日、受付
場所、 電子媒体収録有無、報告対象有無区分

※住民記録システム連携に係る以下の項目については参照し、自動
入力がなされ、表示できること
個人番号、氏名（漢字・カナ・ローマ字）、性別、生年月日、住所、転出
予定日

※管理項目について、宛名番号による自動入力以外に、手入力も可能
とする。

実装必須機能

31 1.資格異動 資格喪失（海外転出） 132 行政区別に異動報告書を作成できること 標準オプション機能

32 1.資格異動 資格喪失（60歳到達） 402 65歳以上の特例任意加入者について予定喪失処理を行えること 標準オプション機能 ・保険料の納付状況や本人辞退で変更される場合があるためオプ
ション機能とする。実装しない場合は日本年金機構における処理の
結果を確認し喪失処理を行う運用とする。

33 1.資格異動 資格喪失（その他） 145 資格喪失（その他）に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構から
の返戻年月日、電子媒体収録有無

標準オプション機能



34 1.資格異動 資格喪失（その他） 146 種別変更（第1号→第3号の変更等）に係る登録・修正・削除・照会がで
きること

【管理項目】
基礎年金番号、資格喪失の年月日（被保険者の種別の変更があった
年月日）及びその理由、

※住民記録システム連携に係る以下の項目については参照し、自動
入力がなされ、表示できること
個人番号、氏名（漢字・カナ・ローマ字）、性別、生年月日、住所

※管理項目について、宛名番号による自動入力以外に、手入力も可能
とする。

実装必須機能

35 1.資格異動 資格喪失（その他） 151 資格喪失（その他）に係る履歴の修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構から
の返戻年月日、電子媒体収録有無

標準オプション機能

36 1.資格異動 国内転入・転居 159 転入・転居に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】
異動の種類（転入 / 転居 / 区間異動 / 区内異動）、日本年金機構か
らの返戻年月日、電子媒体収録有無

標準オプション機能 機能要件に必要な管理項目を追加。

37 1.資格異動 国内転入・転居 403 転入・転居に係る履歴の修正・削除・照会ができること

【管理項目】
異動の種類（転入 / 転居 / 区間異動 / 区内異動）、日本年金機構か
らの返戻年月日、電子媒体収録有無

標準オプション機能

38 1.資格異動 国内転出 432 転出に係る異動の登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】
日本年金機構からの返戻年月日、電子媒体収録有無

※住民記録システム連携に係る以下の項目については参照し、自動
入力がなされ、表示できること
個人番号、氏名（漢字・カナ・ローマ字）、性別、生年月日、転出先住
所、転出年月日

※管理項目について、宛名番号による自動入力以外に、手入力も可能
とする。

標準オプション機能

39 1.資格異動 氏名・性別・生年月日・住所変更 172 氏名変更に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】
基礎年金番号、変更前氏名（漢字・カナ・ローマ字）、変更後氏名（漢
字・カナ・ローマ字）、氏名変更年月日、受付年月日、受付場所、 電子
 媒体収録有無、日本年金機構への報告年月日、報告対象有無区分

※住民記録システム連携に係る以下の項目については参照し、自動
入力がなされ、表示できること
個人番号、性別、生年月日、住所

※日本国籍取得に伴う氏名変更の場合、　備考欄に「日本国籍取得」
と表示する。また、国籍離脱に伴う氏名変更の場合、備考欄に「日本国
籍離脱」と表示する。

※管理項目について、宛名番号による自動入力以外に、手入力も可能
とする。

実装必須機能 「日本年金機構側で保持する情報が変更前の状態となっており、住
記システムの変更が反映されていないことが判明」した場合や、「日
本年金機構への報告管理を行う」ケースを想定して、国民年金シス
テム上の管理機能として用意

40 1.資格異動 氏名・性別・生年月日・住所変更 410 氏名変更に係る修正・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構から
の返戻年月日、電子媒体収録有無

標準オプション機能 「日本年金機構側で保持する情報が変更前の状態となっており、住
記システムの変更が反映されていないことが判明」した場合や、「日
本年金機構への報告管理を行う」ケースを想定して、国民年金シス
テム上の管理機能として用意

41 1.資格異動 氏名・性別・生年月日・住所変更 411 性別変更(訂正)に係る修正・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構から
の返戻年月日、電子媒体収録有無

標準オプション機能 「日本年金機構側で保持する情報が変更前の状態となっており、住
記システムの変更が反映されていないことが判明」した場合や、「日
本年金機構への報告管理を行う」ケースを想定して、国民年金シス
テム上の管理機能として用意

42 1.資格異動 氏名・性別・生年月日・住所変更 412 生年月日変更（訂正）に係る修正・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構から
の返戻年月日、電子媒体収録有無

標準オプション機能 「日本年金機構側で保持する情報が変更前の状態となっており、住
記システムの変更が反映されていないことが判明」した場合や、「日
本年金機構への報告管理を行う」ケースを想定して、国民年金シス
テム上の管理機能として用意

43 1.資格異動 氏名・性別・生年月日・住所変更 413 住所変更（訂正）に係る修正・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構から
の返戻年月日、電子媒体収録有無

標準オプション機能 「日本年金機構側で保持する情報が変更前の状態となっており、住
記システムの変更が反映されていないことが判明」した場合や、「日
本年金機構への報告管理を行う」ケースを想定して、国民年金シス
テム上の管理機能として用意

44 1.資格異動 氏名・性別・生年月日・住所変更 176 氏名・性別・生年月日・住所の変更（訂正）に係る履歴の修正・照会が
できること

【管理項目】
基礎年金番号、変更前氏名（漢字・カナ・ローマ字）、変更後氏名（漢
字・カナ・ローマ字）、変更前性別、変更後性別、変更前生年月日、変
更後生年月日、変更前住所、変更後住所、受付年月日、受付場所、日
本年金機構への報告年月日、 および返戻年月日、電子媒体収録有
 無、報告対象有無区分

※住民記録システム連携に係る以下の項目については参照し、自動
入力がなされ、表示できること
個人番号、氏名（漢字・カナ・ローマ字）、性別、生年月日、住所

※日本国籍取得に伴う氏名変更の場合、　備考欄に「日本国籍取得」
と表示する

※管理項目について、宛名番号による自動入力以外に、手入力も可能
とする。

実装必須機能

45 1.資格異動 氏名・性別・生年月日・住所変更 438 氏名・性別・生年月日・住所の変更（訂正）に係る履歴の修正・照会
ができること

【管理項目】
日本年金機構からの返戻年月日、電子媒体収録有無

標準オプション機能

46 1.資格異動 氏名・性別・生年月日・住所変更 178 行政区別に異動報告書を作成できること 標準オプション機能



47 1.資格異動 氏名・性別・生年月日・住所変更 440 被保険者資格関係記録訂正・追加・取消報告書（報告書）を出力でき
ること

※印字項目については、帳票詳細要件を参照

実装必須機能

48 1.資格異動 資格記録追加・訂正・取消 182 追加・訂正・取消に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、、返付年月日
（届書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出
があった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構
からの返戻年月日、電子媒体収録有無

標準オプション機能

49 1.資格異動 資格記録追加・訂正・取消 184 追加・訂正・取消に係る履歴の登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構から
の返戻年月日、電子媒体収録有無

標準オプション機能

50 1.資格異動 資格記録追加・訂正・取消 186 行政区別に異動報告書を作成できること 標準オプション機能

51 1.資格異動 不在 189 不在に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】
基礎年金番号、受付年月日、受付場所、報告対象有無区分、日本年
金機構への報告年月日、住所判明年月日

※住民記録システム連携に係る以下の項目については参照し、自動
入力がなされ、表示できること
個人番号、氏名（漢字・カナ・ローマ字）、性別、生年月日
＜不在の場合＞住民票消除年月日（該当年月日）、住民票消除理由
＜住所判明の場合＞ 判明住所、 住所変更年月日異動年月日、 住所
 判明年月日、変更後氏名および変更後年月日（氏名変更を伴う場
 合）名、氏名（氏名変更を伴う場合）

※管理項目について、宛名番号による自動入力以外に、手入力も可能
とする。

実装必須機能 機能要件に必要な管理項目を追加。

住所判明年月日については住民記録システムから連携するので
はなく、任意の日付を入力することとする。

52 1.資格異動 不在 190 不在に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構から
の返戻年月日

標準オプション機能

53 1.資格異動 不在 192 不在に係る履歴の修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、 日本年金機構へ
 の報告年月日および日本年金機構からの返戻年月日

標準オプション機能

54 2.免除 免除・納付猶予申請書受理・審査 201 免除・納付猶予に係る登録・修正・削除・照会が行えること

【管理項目】
基礎年金番号、申請期間、届書種類、特例認定区分、受付年月日、受
付場所、処理年月日、処理結果、免除等区分の審査順序、継続希望
（承認・却下）、免除区分（種別）、免除等の始期・終期、日本年金機構
への報告年月日

※住民記録システム連携に係る以下の項目については参照し、表示
できること
個人番号、氏名（漢字・カナ・ローマ字）、性別、生年月日、住所、世帯
主の氏名・生年月日、配偶者の氏名・生年月日、配偶者の個人番号

※個人住民税システム連携に係る以下の項目については参照し、自
動入力がなされ、表示できること
前年の所得額、扶養親族等の有無及び数、同一生計配偶者等の有無
及び数、控除対象扶養親族の有無及び数、特定扶養親族の有無及び
数、障害者扶養親族数、老人控除対象配偶者および老人数、本人障
害区分、本人寡婦区分、本人ひとり親区分、本人勤労学生区分、純損
失及び雑損失、各控除額

※管理項目について、宛名番号による自動入力以外に、手入力も可能
とする。

実装必須機能 必要な情報は窓口装置（WM）にて確認することとし、「国民年金市
町村事務処理基準」等に基づき、市区町村にて管理すべき項目を
対象として定義することとする。

機能要件に必要な管理項目を追加。

処分年月日、 処分結果（承認・却下）、処理結果、免除区分（種
別）、免除等の始期・終期は、年金事務所等から免除等申請承認
の処理結果一覧表が送付された際に入力を想定

55 2.免除 免除・納付猶予申請書受理・審査 202 免除・納付猶予に係る登録・修正・削除・照会が行えること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、 日本年金機構へ
 の報告年月日および日本年金機構からの返戻年月日、失業年月日

標準オプション機能 必要な情報は窓口装置（WM）にて確認することとし、「国民年金市
町村事務処理基準」等に基づき、市区町村にて管理すべき項目を
対象として定義することとする。

56 2.免除 免除・納付猶予申請書受理・審査 203 過年度分の免除・納付猶予申請を受付できること

【管理項目】
基礎年金番号、申請期間、届書種類、 免除等区分、免除区分（種
別）、特例認定区分、 継続希望、受付年月日、受付場所、処理年月
日、処理結果 （承認・却下）、免除等区分の審査順序、免除等の始期・
終期、日本年金機構への報告年月日

※住民記録システム連携に係る以下の項目については参照し、表示
できること
個人番号、氏名（漢字・カナ・ローマ字）、性別、生年月日、住所、世帯
主の氏名・生年月日、配偶者の氏名・生年月日、配偶者の個人番号

※個人住民税システム連携に係る以下の項目については参照し、自
動入力がなされ、表示できること。
基準年の所得額、扶養親族等の有無及び数、同一生計配偶者等の有
無及び数、控除対象扶養親族の有無及び数、特定扶養親族の有無及
び数、障害者扶養親族数、老人控除対象配偶者および老人数、本人
障害区分、本人寡婦区分、本人ひとり親区分、本人勤労学生区分、純
損失及び雑損失、各控除額

実装必須機能 処理年月日、 処分結果（承認・却下）、処理結果、免除等の始期・
終期は、年金事務所等から免除等申請承認の処理結果一覧表が
送付された際に入力を想定

57 2.免除 免除・納付猶予申請書受理・審査 204 過年度分の免除・納付猶予申請を受付できること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構から
の返戻年月日、失業年月日

標準オプション機能



58 2.免除 免除・納付猶予申請書受理・審査 206 免除・納付猶予に係る履歴の修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構から
の返戻年月日、失業年月日

標準オプション機能

59 2.免除 免除・納付猶予申請書受理・審査 207 免除等の判定をするため、各免除区分ごとの所得基準額の登録・修
正・削除・照会ができること。所得基準額は年度ごとに管理できること。

実装必須機能 計算式や係数はユーザ管理しない

60 2.免除 免除・納付猶予申請書受理・審査 208 免除等の判定にかかる情報として、各控除額の登録・修正・削除・照会
ができること。控除額は年度ごとに管理できること。

※障害者控除額、 特別障害者控除額、寡婦控除額、ひとり親控除額、
勤労学生控除額の単価を管理できること

実装必須機能 計算式や係数はユーザ管理しない

61 2.免除 学生納付特例申請書受理・審査 222 学生納付特例申請に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構か
らの返戻年月日、申請年度、在学予定期間、処理年月日

標準オプション機能

62 2.免除 学生納付特例申請書受理・審査 223 過年度分の学生納付特例申請を受付できること

【管理項目】
基礎年金番号、申請期間、届書種類、受付年月日、受付場所、処理結
果（承認・却下）、免除等の始期・終期、日本年金機構への報告年月
日、 在学予定期間、特例認定区分

※住民記録システム連携に係る以下の項目については参照し、表示
できること
個人番号、氏名（漢字・カナ・ローマ字）、性別、生年月日、住所

※個人住民税システム連携に係る以下の項目については参照し、自
動入力がなされ、表示できること
基準年の所得額、扶養親族等の有無及び数、同一生計配偶者等の有
無及び数、控除対象扶養親族の有無及び数、特定扶養親族の有無及
び数、障害者扶養親族数、老人控除対象配偶者および老人数、本人
障害区分、本人寡婦区分、本人ひとり親区分、本人勤労学生区分、純
損失及び雑損失、各控除額

※管理項目について、宛名番号による自動入力以外に、手入力も可能
とする。

実装必須機能

63 2.免除 学生納付特例申請書受理・審査 224 過年度分の学生納付特例申請を受付できること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構か
らの返戻年月日、申請年度、処理年月日、在学予定期間

標準オプション機能

64 2.免除 学生納付特例申請書受理・審査 226 学生納付特例に係る履歴の修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構か
らの返戻年月日、申請年度、在学予定期間、処理年月日

標準オプション機能 機能要件に必要な管理項目を追加。

65 2.免除 学生納付特例申請書受理・審査 227 学生納付特例の 審査結果判定結果を表示できること 実装必須機能

66 2.免除 免除理由該当等届受理・審査 234 法定免除に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】
基礎年金番号、届書等種類（申出書等の名称）、受付年月日、受付場
所、免除理由、該当年月日、不該当（消滅・取消）年月日、納付申出有
無、処理年月日、免除の始期・終期、 電子媒体収録有無、納付申出有
無（受付年月日、納付申出期間始期、終期）、報告対象有無区分、日
本年金機構への報告年月日

※住民記録システム連携に係る以下の項目については参照し、自動
入力がなされ、表示できること
個人番号、氏名（漢字・カナ・ローマ字）、性別、生年月日、住所

※管理項目について、宛名番号による自動入力以外に、手入力も可能
とする。

実装必須機能 免除理由について該当する複数の理由が登録できることとする。

機能要件等に必要な管理項目の追加、記載を見直し。

67 2.免除 免除理由該当等届受理・審査 235 法定免除に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構か
らの返戻年月日、納付申出有無（処理年月日）、電子媒体収録
有無

標準オプション機能

68 2.免除 免除理由該当等届受理・審査 238 法定免除に係る履歴の修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構か
らの返戻年月日、電子媒体収録有無、納付申出有無（処理年月
日）

標準オプション機能

69 2.免除 免除理由該当等届受理・審査 240 行政区別に異動報告書を作成できること 標準オプション機能

70 2.免除 産前・産後免除申請書受理・審査 246 産前産後免除に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構か
らの返戻年月日、電子媒体収録有無、処理結果受理年月日

標準オプション機能



71 2.免除 産前・産後免除申請書受理・審査 248 産前産後免除に係る履歴の修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年月日（届
書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出が
あった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構か
らの返戻年月日、電子媒体収録有無

標準オプション機能

72 2.免除 産前・産後免除申請書受理・審査 250 行政区別に異動報告書を作成できること 標準オプション機能

73 3.付加 付加加入 255 付加加入に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】
基礎年金番号、届書等種類（申出書等の名称）、受付年月日、受付場
所、付加納付申出年月日、付加加入理由（納付申出・農業者年金資格
取得）、該当年月日、 電子媒体収録有無、報告対象有無区分、日本年
金機構への報告年月日

※住民記録システム連携に係る以下の項目については参照し、自動
入力がなされ、表示できること
個人番号、氏名（漢字・カナ・ローマ字）、性別、生年月日、住所

※管理項目について、宛名番号による自動入力以外に、手入力も可能
とする。

実装必須機能

74 3.付加 付加加入 256 付加加入に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、処理結果受理
年月日、処理結果（該当・非該当）、返付年月日（届書に不備等があっ
た場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出があった場合）、却下通
知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構からの返戻年月日、
電子媒体収録有無

標準オプション機能

75 3.付加 付加加入 258 付加加入に係る履歴の修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、処理結果受理
年月日、処理結果（該当・非該当）、返付年月日（届書に不備等があっ
た場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出があった場合）、却下通
知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構からの返戻年月日、
電子媒体収録有無

標準オプション機能

76 3.付加 付加加入 260 行政区別に異動報告書を作成できること 標準オプション機能

77 3.付加 付加辞退 265 付加辞退（非該当）に係る登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、付加納付辞退
申出年月日、処理結果受理年月日、返付年月日（届書に不備等があっ
た場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出があった場合）、却下通
知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構からの返戻年月日、
電子媒体収録有無

標準オプション機能

78 3.付加 付加辞退 267 付加辞退（非該当）に係る履歴の修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、付加納付辞退
申出年月日、処理結果受理年月日、返付年月日（届書に不備等があっ
た場合）、再受付年月日（不備訂正後の再提出があった場合）、却下通
知年月日（再審査要の場合）、日本年金機構からの返戻年月日、
電子媒体収録有無

標準オプション機能

79 3.付加 付加辞退 269 行政区別に異動報告書を作成できること 標準オプション機能

80 4.給付 年金請求書等受理・審査 272 以下年金に係る受給年金情報を登録・追加・修正・削除・照会できるこ
と

老齢基礎年金/障害基礎年金/遺族基礎年金/ 付加年金/寡婦年金/
死亡一時金/特別一時金/老齢福祉年金/特別障害給付金/未支給年
金

標準オプション機能

81 4.給付 年金請求書等受理・審査 275 裁定請求情報の登録・修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、裁定結果受理
年月日、返付年月日（届書に不備等があった場合）、再受付年月日（不
備訂正後の再提出があった場合）、却下通知年月日（再審査要の場
合）、日本年金機構からの返戻年月日、受給資格者番号、老齢
福祉年金の記号番号

標準オプション機能 必要な情報は窓口装置（WM）にて確認することとし、「国民年金市
町村事務処理基準」等に基づき、市区町村にて管理すべき項目を
対象として定義することとする。

82 4.給付 年金請求書等受理・審査 277 指定された条件で抽出された年金受給者に対し、一括で給付に係る異
動を行えること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、裁定結果受理
年月日、返付年月日（届書に不備等があった場合）、再受付年月日（不
備訂正後の再提出があった場合）、却下通知年月日（再審査要の場
合）、日本年金機構からの返戻年月日

標準オプション機能

83 4.給付 年金請求書等受理・審査 278 裁定請求情報に係る履歴の修正・削除・照会ができること

【管理項目（共通）】
基礎年金番号、請求者氏名、受付年月日、受付場所、裁定年月日、裁
定結果、記号番号、送付年月日、宛名番号、 報告対象有無区分、日
本年金機構への報告年月日

【管理項目（遺族基礎年金・未支給年金・寡婦年金・死亡一時金）】
死亡者との続柄、死亡者の基礎年金番号、死亡者氏名、子の加算対
象者

実装必須機能 機能要件に必要な管理項目の追加。

84 4.給付 年金請求書等受理・審査 279 裁定請求情報に係る履歴の修正・削除・照会ができること

【管理項目】
受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、裁定結果受理
年月日、返付年月日（届書に不備等があった場合）、再受付年月日（不
備訂正後の再提出があった場合）、却下通知年月日（再審査要の場
合）,、日本年金機構からの返戻年月日、受給資格者番号

標準オプション機能 機能要件に必要な管理項目の追加。



85 4.給付 年金生活者支援給付金請求書等
受理・審査

289 年金生活者支援給付金に係る登録・修正・削除・照会できること

【管理項目】
（基本）基礎年金番号、日本年金機構への報告年月日
 （一括審査）給付金種別（老齢、障害、遺族）、審査処理日、送付年月
 日、受付年月日、受付場所
（認定請求）受付年月日、受付場所、給付金種別（老齢、障害、遺族）、
 認定結果受理年月日、認定年月日、認定結果（支給・不支給、給付
 金種別、支給開始年月）、送付年月日

※住民記録システム連携に係る以下の項目については参照し、表示
できること
個人番号、受給者氏名（漢字・カナ・ローマ字）、性別、生年月日、住所

※個人住民税システム連携に係る以下の項目については参照し、自
動入力がなされ、表示できること
世帯全員の所得情報・課税情報、申告有無、課税区分（課税または非
課税）、扶養親族等の有無及び数

※介護保険システム連携に係る以下の項目については参照し、自動
入力がなされ、表示できること
年金特別徴収市町村回付情報

※管理項目について、宛名番号による自動入力以外に、手入力も可能
とする。

実装必須機能  ・「一括審査」とは年金の請求手続きを行う際に、あわせて年金生
 活者支援給付金の認定請求の手続きを行うケースを指す。
・本要件は法定受託事務である給付に係る各種届出（事由該当届
など）の受理における登録・修正・削除・照会も含む
・給付金情報登録者は、年次の一括審査の対象者と随時受付の対
象者がいる。
・一括審査の対象者とは、年次処理の業務で「機能ID：260357」の
データを取り込み、「機能ID：260364、260365」の機能を用いて、所
得情報を提供している対象者である。
・認定請求の対象者とは、認定結果まで管理する必要があるため、
一括審査と認定請求は管理項目を区別している。

86 4.給付 年金生活者支援給付金請求書等
受理・審査

290 年金生活者支援給付金に係る修正・削除・照会できること

【管理項目】
（基本）受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年
月日（届書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再
提出があった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金
機構からの返戻年月日、支給終了月
（一括審査）給付金種別（老齢、障害、遺族）、受付年月日、受
付場所、審査処理日、送付年月日
（認定請求）認定結果受理年月日、認定年月日、認定結果（支
給・不支給、給付金種別、支給開始年月）

標準オプション機能 ・審査処理日及び送付年月日は、「一括審査」の際、それぞれ当該
処理を実施した日付を登録する想定。

87 4.給付 年金生活者支援給付金請求書等
受理・審査

416 年金生活者支援給付金に係る履歴の修正・削除・照会ができること

【管理項目】
（基本）受付番号、番号法に基づく本人確認書類提出の有無、返付年
月日（届書に不備等があった場合）、再受付年月日（不備訂正後の再
提出があった場合）、却下通知年月日（再審査要の場合）、日本年金
機構からの返戻年月日
（一括審査）審査処理日、送付年月日
（認定請求）認定結果受理年月日、認定年月日、認定結果（支
給・不支給、給付金種別、支給開始年月）

標準オプション機能

88 4.給付 年金生活者支援給付金請求書等
受理・審査

294 指定した年金受給者・新規年金 裁定請求者について、年金生活者支
援給付金の給付判定を行えること

標準オプション機能

89 5.日本年金機構報告・日本年金機
構からの情報登録

日本年金機構への報告・送付 299 以下に係る異動内容について、日本年金機構報告を作成・修正・削
除・照会できること

資格取得/種別変更/資格喪失/氏名・性別・生年月日変更/追加・訂
正・取消/付加保険料納付・辞退申出/不在/ 付加/法定免除/産前産後
免除/ 年金請求/基礎年金番号通知書再交付/取得申出/喪失申出/
住所変更/死亡/国籍変更

実装必須機能 電子媒体は「国民年金適用関係届書作成仕様書（CD/DVD仕様
書）」に準拠していること

90 5.日本年金機構報告・日本年金機
構からの情報登録

日本年金機構への報告・送付 302 報告が必要な異動を選択して、日本年金機構への報告に必要な以下
の報告書を出力できること

国民年金関係報告書/国民年金被保険者資格関係訂正・追加・取消報
告書/国民年金保険料免除・納付猶予申請書/国民年金保険料免除・
納付猶予申請（市町村確認書）/国民年金保険料学生納付特例申請書
/国民年金保険料学生納付特例申請（市町村確認書）

 ※国民年金保険料学生納付特例申請書については、プリセット文言
 を選択して自動入力できること。なお、設定する文言は、日本年金機
 構より示されている様式を参考にすること

実装必須機能

91 5.日本年金機構報告・日本年金機
構からの情報登録

日本年金機構からの情報登録 311 20歳到達予定国民年金適用対象者等一覧表の情報を国民年金システ
ムに登録できること

【管理項目】
基礎年金番号 （予定付番）、資格取得年月日

※住民記録システム連携に係る以下の項目については参照し、自動
入力がなされ、表示できること
個人番号、氏名（漢字・カナ・ローマ字）、生年月日、性別、住所コード、
郵便番号、住所

※管理項目について、宛名番号による自動入力以外に、手入力も可能
とする。

実装必須機能 「20歳到達予定国民年金適用対象者等一覧表」が電子媒体で提供
され、システムに電子媒体のデータを取込めること。

92 5.日本年金機構報告・日本年金機
構からの情報登録

日本年金機構からの情報登録 313 保険料免除・猶予申請承認通知書発行一覧表の情報を国民年金シス
テムに登録できること
※電子媒体での取り込みもできること
※週次で日本年金機構より提供される一覧

【管理項目】
基礎年金番号、継続申請表示、 承認期間、免除等の始期、免除等
の終期、特例認定区分、法定免除消滅届出年月日、付加任意
非該当年月、免除取消期間、理由

実装必須機能 法定免除消滅届出年月日は、日本年金機構において申請免除処
理時に同時に法定免除の消滅処理をした場合に掲載される。

付加任意非該当年月は、日本年金機構において申請免除承認に
より付加年金の喪失処理が同時にされた場合に掲載される。

電子媒体は「国民年金処理結果一覧表媒体作成仕様書」に準拠し
ていること

93 5.日本年金機構報告・日本年金機
構からの情報登録

日本年金機構からの情報登録 315 学生納付特例申請承認通知書発行一覧表の情報を国民年金システム
に登録できること
※電子媒体での取り込みもできること
※週次で日本年金機構より提供される一覧

【管理項目】
基礎年金番号、 承認期間、免除等の始期、免除等の終期、法定免除
消滅届出年月日、付加任意非該当年月、免除取消期間、特例認定区
分、理由

実装必須機能 法定免除消滅届出年月日は、日本年金機構において申請免除処
理時に同時に法定免除の消滅処理をした場合に掲載される。

付加任意非該当年月は、日本年金機構において申請免除承認に
より付加年金の喪失処理が同時にされた場合に掲載される。

電子媒体は「国民年金処理結果一覧表媒体作成仕様書」に準拠し
ていること



94 6.情報提供・その他 基礎年金番号通知書再交付申請
事務

386 基礎年金番号通知書再交付申請に係る履歴の修正・削除・照会がで
きること

【管理項目】
基礎年金番号、再交付申請年月日、再交付の理由、受付年月日、受
付場所、 電子媒体収録有無、報告対象有無区分、日本年金機構への
報告年月日

※住民記録システム連携に係る以下の項目については参照し、自動
入力がなされ、表示できること
個人番号、氏名（漢字・カナ・ローマ字）、性別、生年月日、住所

※管理項目について、宛名番号による自動入力以外に、手入力も可能
とする。

実装必須機能

95 6.情報提供・その他 基礎年金番号通知書再交付申請
事務

395 行政区別に申請者情報、再交付情報を一覧で確認できること
※申請者情報を一覧で作成できること

標準オプション機能



【回答票③】機能・帳票要件　記載要領
項目名 入力要否 回答方式 選択肢 選択肢説明 回答方法（注意事項等）
①回答元 必須 入力 - - 団体名をご記入ください。
②大項目 必須 選択 0. 共通～7．統計・報告 -

③中項目 必須 選択
「②大項目）」の選択に応じて表
示されます

-

④機能ID 必須 入力 - -
⑤改定（案）要件 必須 入力 - -

実装必須機能
-

標準オプション機能
-

実装不可機能
-

⑦要件の考え方・理由
条件によ
り必須

入力 - -

1:意見なし
・要件に対する意見がない（記載し
ている要件のとおりで良い）場合

2:意見あり ・要件に対する意見がある

1:管理項目追加
機能要件の文言には変更がなく、
管理項目のみ追加する場合

2:管理項目削除
機能要件の文言には変更がなく、
管理項目のみ削除する場合

3:管理項目修正
機能要件の文言には変更がなく、
管理項目のみ修正する場合

4:記載内容の修正
機能要件、要件の考え方・理由、備
考の文言追加、修正、一部削除、補
記追加の場合

5:要件種別変更
要件の文言には変更がなく、実装
類型のみ変更する場合

6:機能要件追加
機能要件に記載の無い機能を追加
したい場合

7:機能要件削除
機能要件の全てを削除する場合。
一部文言削除の場合は、[3]を選択

8:機能要件修正
機能要件の文言追加、修正、一部
削除、補記追加の場合

9:その他 1～8に該当しない場合

1:変更なし 要件種別に変更がない場合

2:必須
1.2版から、要件種別がオプションに
変更された機能要件を必須にすべ
きである場合

3:オプション
1.2版から、新規でオプションとして
追加された機能要件を必須にすべ
きである場合

4:実装不可 実装すべきでない要件である場合

1:法令に定められた事務である
ため

事務連絡を含む

2:市区町村条例に定められた事
務であるため

-

3:住民サービス向上等を目的と
して取り決めた事務であるため

市区町村要綱の定めを含む

4:慣例運用のため
特に明確な運用の理由がなく、慣
例として運用している等の場合

5:その他 1～４に該当しない場合

⑫根拠法令・通知等の
詳細な理由

条件によ
り必須

入力 - -

修正意見発出の詳細理由を記入してください。
以下に該当する場合、必ず記入してください。
・「⑪意見発出理由」が「1,2」の場合は、根拠法令・通知等の該当する箇所を必ず記入してく
ださい。

上記以外の場合は、詳細な理由（内容）を記入してください。（任意）

1:担当課 -
2:事業者 -

⑭要件（修正後）
条件によ
り必須

入力 - -

以下の場合、必ず記入してください。
「⑨意見の種類」で[1,3,4,6,8,9]以外を選択した場合

・修正後の内容を記入してください。

（補足説明）要件種別の考え方

⑬意見発出者 必須 選択
ご意見発出者を選択してください。
・「2:事業者」は事業者の意見である場合のみ選択してください。

⑩要件種別
条件によ
り必須

選択 [⑧意見有無]で「1：意見なし」を選択した場合は回答不要です。

⑪意見発出理由 必須 選択

ご意見発出の理由を選択してください。

・以下の主旨のご意見は記入対象外となります。
　「現在利用しているシステムで実装されている機能であるため」

ご意見の有無について、種類を選択してください。
・[２.意見あり]を選択した場合は、⑨意見の種類を選択してください。

記載済みのため、回答不要です。

⑨意見の種類 必須 選択

要件に対して、どのようなご意見か、種類を選択してください。

○留意事項
・〔選択肢1～3_管理項目〕選択時の留意事項
記載された要件が、標準として必要な管理項目となっているか確認していただき、
運用上必要とする管理項目の追加修正や、削除すべき項目がある場合にご意見を記入
してください。

○選択肢に関する留意事項
・［6～8_機能要件］
本改定の内容に関連して、機能追加/削除/修正が必要だとする場合にのみ
選択し6～8を選択してください（本改定（案）の内容とは関係のない機能の追加や削除、修
正のご意見は、令和5年度の改定目的の趣旨に沿わないことから、今年度の検討や改定
への取り込みは行いません）

・[9:その他]選択時の留意事項
　　「⑫根拠法令・通知等の詳細な理由」に詳細内容を記入してください。

⑥改定（案）要件種別 必須 選択

⑧意見有無 必須 選択





①回答元 ②大項目 ③帳票名 ④システム印字項目名 ⑤意見の種類 ⑥実装項目 ⑦意見発出理由 ⑧根拠法令・通知等の詳細な理由 ⑨意見発出者 ⑩要件（修正前） ⑪要件（修正後）
記入必須 記入必須 記入必須 記入必須 記入必須 条件により記入必須 記入必須 条件により記入必須 記入必須 条件により記入必須 条件により記入必須

入力例 ○○市 5.日本年金機構報告・日本年金機
構からの情報登録

13. 国民年金 障害基礎年金･遺族基礎年金 所得状況届 同一生計配偶者（控除対象
配偶者を除く。）の有無

5:実装項目の変更 3:実装オプション 5:その他 標準オプション機能のままでは移行に影響が
生じる

1:担当課

1

2

3

4

5

※適宜、行を追加してご入力ください。【最終行を行選択　⇒　挿入】で追加可能です。

No.

【回答票④】帳票詳細要件



【回答票④】帳票詳細要件　記載要領

項目名 入力要否 回答方式 選択肢 選択肢説明 回答方法（注意事項等）

①回答元 必須 入力 - - 団体名をご記入ください。

②大項目 必須 選択 0. 共通～7．統計・報告 - ご意見の対象となる大項目を選択してください。

③帳票名 必須 選択
「②事務名（レベル１）」の選択に
応じて表示されます

-
ご意見の対象となる帳票名を選択してください。
選択肢に表示されない帳票については今回の意見対象外となります。
なお、「大項目」を選択しなければ選択肢が表示されません。

④システム印字
項目名

必須 入力 - - ご意見の対象となるシステム印字項目名を入力してください。

1:「印字編集条件など」の変更
「備考（印字編集条件など）」列に記
載の内容についてのご意見の場合

2:実装項目の変更
印字項目の実装項目のみの変更に
関するご意見の場合

3:印字項目追加 印字項目を追加する場合

4:印字項目削除 印字項目から削除する場合

5:印字項目名修正 印字項目の名称を変更する場合

6:その他 1～5に該当しない場合

1:変更なし 実装項目には変更がない場合

⑤意見の種類 必須 選択

印字項目に対して、どのようなご意見か、種類を選択してください。

○留意事項
・標準として必要な印字項目及び印字編集となっているか確認していただき、
運用上印字を必要とする印字項目の追加や、削除すべき印字項目がある場合
にご意見を記入してください。

・「⑧根拠法令・通知等の詳細な理由」にご意見発出理由を記入してください。
以下の主旨のご意見は記入対象外となります。
「現在利用しているシステムで実装されているため」

・[3～5.印字項目名]選択時時の留意事項
本改定の内容に関連して、印字項目追加/削除/修正が必要だとする場合にのみ選択
し3～5を選択してください（本改定（案）の内容以外の印字項目の追加や削除、修正
のご意見は、令和5年度の改定目的の趣旨に沿わないことから、今年度の検討や改
定への取り込みは行いません）

・[6:その他]選択時の留意事項
　「⑧根拠法令・通知等の詳細な理由」に詳細な内容を記入してください。



2:必須
印字項目修正後の実装項目が、必
須の場合

3:オプション
印字項目修正後の実装項目が、オ
プションの場合

4:実装不可 実装すべきでない項目である場合

1:法令に定められた事務であるた
め

事務連絡を含む

2:市区町村条例に定められた事
務であるため

-

3:住民サービス向上等を目的とし
て取り決めた事務であるため

市区町村要綱の定めを含む

4:慣例運用のため
特に明確な運用の理由がなく、慣例
として運用している等の場合

5:その他 1～5に該当しない場合

⑧根拠法令・通知
等の詳細な理由

条件によ
り必須

入力 - -

修正意見発出の詳細な理由を記入してください。
・「⑦意見発出理由」が「1,2」の場合は、根拠法令・通知等の該当箇所を必ず記入して
ください。
・「⑦意見発出理由」が「3,4,5」の場合は、詳細な理由（内容）を記入してください。（任
意）

1:担当課 -

2:事業者 -

⑩要件（修正前）
条件によ
り必須

入力 - -

以下の場合、必ず記入してください。
「⑤意見の種類」で[1,3,5]を選択した場合

・帳票詳細要件から該当する要件の文言を、コピー＆ペーストで貼り付けてください。

⑦意見発出理由 必須 選択

ご意見発出の理由を選択してください。

・以下の主旨のご意見は記入対象外となります。
　「現在利用しているシステムで実装されているため」

⑨意見発出者 必須 選択
ご意見発出者を選択してください。
・「2:事業者」は事業者の意見である場合のみ選択してください。

⑥実装項目
条件によ
り必須

選択

「⑤意見の種類」で選択した内容に対して、修正後の要件種別のご意見を選択してくだ
さい。

・「⑤意見の種類」で[2,3]を選択した場合は、入力必須の項目となります。
　「⑪要件（修正後）」に記入した要件の要件種別を選択してください。



⑪要件（修正後）
条件によ
り必須

入力 - -

以下の場合、必ず記入してください。
「⑤意見の種類」で[1,3,5]を選択した場合

・修正後の内容を記入してください。



【共通】 【団体・担当情報用】

事務名 意見発出理由 意見発出者 意見発出者 団体区分

0.共通 検索 照会・編集チェック 被保険者・受給者情報管理EUC 帳票作成連携 システム管理 1:法令に定められた事務であるため 1:担当課 1:担当課 1:指定都市

1.資格異動 資格取得種別変更資格喪失（死亡）資格喪失（海外転出）資格喪失（60歳到達）資格喪失（その他）国内転入・転居国内転出氏名・性別・生年月日・住所変更資格記録追加・訂正・取消不在 2:市区町村条例に定められた事務であるため 2:事業者 2:事業者 2:中核市

2.免除 免除・納付猶予申請書受理・審査学生納付特例申請書受理・審査免除理由該当等届受理・審査産前・産後免除申請書受理・審査 3:住民サービス向上等を目的として取り決めた事務であるため 3:特別区

3.付加 付加加入付加辞退 4:慣例運用のため 4:市

4.給付 年金請求書等受理・審査年金生活者支援給付金請求書等受理・審査 5:その他 5:町村

5.日本年金機構報告・日本年金機構からの情報登録 日本年金機構への報告・送付日本年金機構からの情報登録

6.情報提供・その他 所得情報提供（免除勧奨）所得情報提供（継続免除）所得情報提供（年金生活者支援給付金）所得情報提供（年金受給者）公用照会対応（免除・年金生活者支援給付金）住民記録システム情報提供（情報連携で日本年金機構が取得不可の情報）所得証明（年金生活者支援給付金）基礎年金番号通知書再交付申請事務

7.統計・報告 統計事務

作業名



【機能・帳票要件用】 【帳票詳細要件用】 【帳票レイアウト用】 帳票詳細要件、帳票レイアウト用

意見有無 改定（案）要件種別 既存システムにおける実装有無 意見の種類 要件種別 意見の種類 要件種別 意見の種類 事務名

1:意見なし 実装必須機能 1:実装されている 1:管理項目追加 1:変更なし 1:印字項目追加 1:変更なし 1:項目・文言追加（余白箇所への追加） 0.共通 1. 国民年金被保険者関係届書（申出書）3. 国民年金被保険者資格関係記録訂正・追加・取消報告書4. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書6. 国民年金保険料学生納付特例申請書

2:意見あり 標準オプション機能 2:実装されていない 2:管理項目削除 2:必須 2:印字項目削除 2:実装必須 2:項目・文言追加（余白以外の追加） 1.資格異動 1. 国民年金被保険者関係届書（申出書）3. 国民年金被保険者資格関係記録訂正・追加・取消報告書8. 居所未登録者報告書9. 居所未登録者住所判明報告書

実装不可機能 3:管理項目修正 3:オプション 3:印字項目名の変更 3:実装オプション 3:項目・文言削除 2.免除 1. 国民年金被保険者関係届書（申出書）4. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書5. 国民年金保険料免除・納付猶予申請（市町村確認書）6. 国民年金保険料学生納付特例申請書7. 国民年金保険料学生納付特例申請（市町村確認書）

4:記載内容の修正 4:実装不可 4:「印字編集条件など」の変更 4:実装不可 4:項目名・文言変更 3.付加 1. 国民年金被保険者関係届書（申出書）

5:要件種別変更 5:実装項目の変更 5:教示文等の追記 4.給付

6:機能要件追加 6:その他 6:教示文等の削除 5.日本年金機構報告・日本年金機構からの情報登録2. 国民年金被保険者関係届書（報告書）4. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書5. 国民年金保険料免除・納付猶予申請（市町村確認書）6. 国民年金保険料学生納付特例申請書7. 国民年金保険料学生納付特例申請（市町村確認書）10. 国民年金関係報告書11. 電子媒体届書総括票12. 国民年金関係書類送付書14. 国民年金老齢福祉年金所得状況届15. 特別障害給付金所得状況届

7:機能要件削除 7:教示文等の変更 6.情報提供・その他1. 国民年金被保険者関係届書（申出書）13. 国民年金 障害基礎年金･遺族基礎年金 所得状況届14. 国民年金老齢福祉年金所得状況届15. 特別障害給付金所得状況届16. 老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届17. 障害・遺族 年金生活者支援給付金 所得状況届

8:機能要件修正 8:その他 7.統計・報告 」

9:その他

帳票名



帳票名

1. 国民年金被保険者関係届書（申出書） 被保険者_個人番号 被保険者_（または基礎年金番号）被保険者_生年月日被保険者_氏名被保険者_性別被保険者_郵便番号被保険者_電話番号被保険者_住所被保険者_国籍（外国籍の方のみ）被保険者_外国人通称名（住民票上の通称名）提出にあたってのご注意

2. 国民年金被保険者関係届書（報告書） 市区町村名 報告日 受付年月日被保険者_個人番号被保険者_（または基礎年金番号）被保険者_生年月日被保険者_氏名被保険者_性別被保険者_郵便番号被保険者_電話番号被保険者_住所被保険者_国籍被保険者_外国人通称名届出（申出）事項_届書種類・番号届出（申出）事項_該当・申出年月日/出産（予定）日届出（申出）事項_理由等届出（申出）事項_保険料納付申出の確認届出（申出）事項_単胎・多胎の別届出（申出）事項_備考届出事項_届書種類・番号届出事項_該当年月日届出事項_理由等市区町村・日本年金機構連絡欄納付書関連

3. 国民年金被保険者資格関係記録訂正・追加・取消報告書 報告日 市区町村コード市区町村名被保険者_個人番号被保険者_（または基礎年金番号）被保険者_生年月日被保険者_氏名被保険者_性別被保険者_住所報告事項（資格関係記録訂正報告書）_届書種類・番号報告事項（資格関係記録訂正報告書）_訂正前の資格記録_年月日報告事項（資格関係記録訂正報告書）_訂正前の資格記録_種別報告事項（資格関係記録訂正報告書）_訂正後の資格記録_年月日報告事項（資格関係記録訂正報告書）_訂正後の資格記録_種別報告事項（資格関係記録訂正報告書）_訂正後の資格記録_理由報告事項（資格関係記録訂正報告書）_喪失予定に対応する取得年月日報告事項（資格関係記録訂正報告書）_喪失予定年月日報告事項（資格関係記録訂正報告書）_区分報告事項（資格関係記録追加報告書/資格関係記録取消報告書）_届書種類・番号報告事項（資格関係記録追加報告書/資格関係記録取消報告書）_追加または取消する資格記録_年月日報告事項（資格関係記録追加報告書/資格関係記録取消報告書）_追加または取消する資格記録_種別報告事項（資格関係記録追加報告書/資格関係記録取消報告書）_追加または取消する資格記録_理由報告事項（資格関係記録追加報告書/資格関係記録取消報告書）_喪失予定に対応する取得年月日報告事項（資格関係記録追加報告書/資格関係記録取消報告書）_喪失予定年月日報告事項（資格関係記録追加報告書/資格関係記録取消報告書）_区分報告事項（資格関係記録追加報告書/資格関係記録取消報告書）_65歳以上申込区分報告事項（資格関係記録追加報告書/資格関係記録取消報告書）_65歳前喪失者区分報告事項（生年月日訂正報告書）_届書種類・番号報告事項（生年月日訂正報告書）_訂正前の生年月日報告事項（生年月日訂正報告書）_訂正後の取得年月日報告事項（生年月日訂正報告書）_種別報告事項（性別訂正報告書）_届書種類・番号報告事項（性別訂正報告書）_訂正前の性別報告事項（性別訂正報告書）_訂正に至った事由

4. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書 A. 基本情報_個人番号 A. 基本情報_（または基礎年金番号）A. 基本情報_電話番号A. 基本情報_被保険者氏名A. 基本情報_被保険者生年月日A. 基本情報_配偶者氏名A. 基本情報_配偶者生年月日A. 基本情報_世帯主氏名A. 基本情報_特記事項B. 申請内容_免除等区分B. 申請内容_申請期間B. 申請内容_16歳以上19歳未満の扶養親族B. 申請内容_特例認定区分B. 申請内容_継続希望B. 申請内容_備考（注意事項）

5. 国民年金保険料免除・納付猶予申請（市町村確認書） 基礎年金番号 生年月日 申請期間 Ａ．被保険者分_氏名Ａ．被保険者分_政令で定める額Ａ．被保険者分_地方税法上の障害者・寡婦・ひとり親Ａ．被保険者分_控除対象配偶者および扶養親族(16歳以上19歳未満を除く)数Ａ．被保険者分_老人控除対象配偶者および老人数Ａ．被保険者分_特定扶養親族および扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)数Ａ．被保険者分_前年の所得額Ａ．被保険者分_純損失および雑損失Ａ．被保険者分_雑損Ａ．被保険者分_医療費Ａ．被保険者分_社会保険料Ａ．被保険者分_小規模企業共済等掛金Ａ．被保険者分_配偶者特別Ａ．被保険者分_地方税法附則第6条第4項の免除に係る所得額Ａ．被保険者分_障害者(特別障害者を除く)の合計数(本人､控除対象配偶者および扶養親族)Ａ．被保険者分_特別障害者の合計数(本人､控除対象配偶者および扶養親族)Ａ．被保険者分_寡婦Ａ．被保険者分_ひとり親Ａ．被保険者分_勤労学生Ａ．被保険者分_控除の合計額Ａ．被保険者分_控除後の所得額Ａ．被保険者分_特例認定区分B．配偶者分_氏名B．配偶者分_政令で定める額B．配偶者分_地方税法上の障害者・寡婦・ひとり親B．配偶者分_控除対象配偶者および扶養親族(16歳以上19歳未満を除く)数B．配偶者分_老人控除対象配偶者および老人数B．配偶者分_特定扶養親族および扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)数B．配偶者分_前年の所得額B．配偶者分_純損失および雑損失B．配偶者分_雑損

6. 国民年金保険料学生納付特例申請書 Ａ．基本情報_個人番号 Ａ．基本情報_（または基礎年金番号）Ａ．基本情報_生年月日Ａ．基本情報_氏名Ａ．基本情報_電話番号B. 申請内容_申請期間B. 申請内容_在学予定期間B. 申請内容_学校の名称B. 申請内容_学校の所在地B. 申請内容_学生の区分B. 申請内容_学生証の有効期限B. 申請内容_前年所得（固定文言）B. 申請内容_特例認定区分B. 申請内容_備考B. 申請内容_市町村確認欄（注意事項）

7. 国民年金保険料学生納付特例申請（市町村確認書） 基礎年金番号 生年月日 申請期間 基礎年金番号_氏名基礎年金番号_政令で定める額基礎年金番号_地方税法上の障害者・寡婦・ひとり親基礎年金番号_控除対象配偶者および扶養親族(16歳以上19歳未満を除く)数基礎年金番号_老人控除対象配偶者および老人数基礎年金番号_特定扶養親族および扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)数基礎年金番号_前年の所得額基礎年金番号_純損失および雑損失基礎年金番号_雑損基礎年金番号_医療費基礎年金番号_社会保険料基礎年金番号_小規模企業共済等掛金基礎年金番号_配偶者特別基礎年金番号_地方税法附則第6条第4項の免除に係る所得額基礎年金番号_障害者(特別障害者を除く)の合計数(本人､控除対象配偶者および扶養親族)基礎年金番号_特別障害者の合計数(本人､控除対象配偶者および扶養親族)基礎年金番号_寡婦基礎年金番号_ひとり親基礎年金番号_勤労学生基礎年金番号_控除の合計額基礎年金番号_控除後の所得額基礎年金番号_特例認定区分天災を事由とした場合の意見連絡欄 年月日 市区町村長名市区町村長の電子公印

8. 居所未登録者報告書 市区町村名 個人番号 （または基礎年金番号）生年月日 被保険者氏名住民票消除年月日住民票削除理由備考

9. 居所未登録者住所判明報告書 市区町村名 個人番号 （または基礎年金番号）生年月日 被保険者氏名住所判明年月日判明後住所_市区町村コード判明後住所_住所_郵便番号判明後住所_住所_住所判明後住所_住所変更年月日氏名変更を伴う場合_変更後の被保険者氏名氏名変更を伴う場合_変更年月日備考

10. 国民年金関係報告書 市区町村名 報告日 ページ数 被保険者_通番被保険者_①個人番号（または基礎年金番号）被保険者_①（または基礎年金番号）被保険者_②生年月日被保険者_③氏名（フリガナ）被保険者_氏名被保険者_④性別被保険者_⑤郵便番号被保険者_⑥電話種類被保険者_電話番号被保険者_⑦住所被保険者_⑧国籍被保険者_⑨外国人通称名（フリガナ）被保険者_外国人通称名被保険者_⑩届書番号被保険者_⑪該当年月日被保険者_⑫理由等被保険者_⑬納付意思被保険者_届出年月日被保険者_市町村・日本年金機構連絡欄被保険者_⑭納付書

11. 電子媒体届書総括票 作成年月日 提出元ID 媒体通番 届書件数_国民年金被保険者資格取得届件数届書件数_国民年金被保険者種別変更届件数届書件数_国民年金被保険者資格取得申出書件数届書件数_国民年金被保険者資格喪失届件数届書件数_国民年金被保険者資格喪失申出書件数届書件数_国民年金付加保険料納付・辞退申出書件数届書件数_国民年金付加保険料該当・非該当届件数届書件数_国民年金保険料免除理由該当届件数届書件数_国民年金保険料免除理由消滅届件数届書件数_基礎年金番号通知書件数届書件数_国民年金被保険者住所変更届件数届書件数_国民年金被保険者氏名変更届件数届書件数_国民年金被保険者死亡届件数届書件数_国民年金保険料産前産後免除該当届件数届書件数_届書合計件数市区町村名電話番号 担当者名 提出先名称提出日 市区町村長名備考

12. 国民年金関係書類送付書 日付 宛名 市区町村長名処理期間 合計枚数 件名 届書番号 届書名 件数 枚数 備考 合計件数

13. 国民年金 障害基礎年金･遺族基礎年金 所得状況届 提出日 受給権者_個人番号受給権者_（又は年金証書の記号番号）受給権者_氏名受給権者_住所扶養義務者等_氏名扶養義務者等_受給権者との続柄扶養義務者等_住所障害基礎年金の受給権者の所得状況_控除対象配偶者及び扶養親族の合計数障害基礎年金の受給権者の所得状況_同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）の有無障害基礎年金の受給権者の所得状況̲前 年 の 所 得 額障害基礎年金の受給権者の所得状況_控除_雑損障害基礎年金の受給権者の所得状況_控除_医療費障害基礎年金の受給権者の所得状況_控除_社会保険料障害基礎年金の受給権者の所得状況_控除_小規模企業共済等掛金障害基礎年金の受給権者の所得状況_控除_配偶者特別障害基礎年金の受給権者の所得状況_控除_障害者 (特別障害者を除く。)である同一生計配偶者及び扶養親族の合計数障害基礎年金の受給権者の所得状況_控除_特別障害者である同一生計配偶者 及び 扶養親族の合計数障害基礎年金の受給権者の所得状況_控除_障害者・特別障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の別障害基礎年金の受給権者の所得状況_控除_地方税法附則第6条第1項の免除に係る所得額障害基礎年金の受給権者の所得状況_控除後の所得額遺族基礎年金の受給権者の所得状況_控除対象配偶者及び扶養親族の合計数遺族基礎年金の受給権者の所得状況_同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）の有無遺族基礎年金の受給権者の所得状況_前 年 の 所 得 額遺族基礎年金の受給権者の所得状況_控除_雑損遺族基礎年金の受給権者の所得状況_控除_医療費遺族基礎年金の受給権者の所得状況_控除_小規模企業共済等掛金遺族基礎年金の受給権者の所得状況_控除_配偶者特別遺族基礎年金の受給権者の所得状況_控除_障害者 (特別障害者を除く。 )で ある 同一生計配偶者 及び 扶養 親族の合計数遺族基礎年金の受給権者の所得状況_控除_特別障害者である同一生計配偶者 及び 扶養親族の合計数遺族基礎年金の受給権者の所得状況_控除_障害者・特別障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の別遺族基礎年金の受給権者の所得状況_控除_地方税法附則第6条第1項の免除に係る所得額遺族基礎年金の受給権者の所得状況_控除後の所得額扶養義務者等の所得の状況_控除対象配偶者及び扶養親族の合計数

14. 国民年金老齢福祉年金所得状況届 提出日 本人_個人番号本人_（又は年金証書の記号番号）本人_氏名 本人_住所 本人_控除対象配偶者及び扶養親族の合計数本人_同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）の有無本人_前 年 の 所 得 額本人_控除_雑損本人_控除_医療費本人̲控除̲社会保険料本人_控除_小規模企業共済等掛金本人_控除_配偶者特別本人_控除_障害者 (特別障害者を除く。 )で ある 同一生計配偶者 及び 扶養 親族の合計数本人_控除_特別障害者である同一生計配偶者 及び 扶養親族の合計数本人_控除_障害者・特別障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の別本人_控除_地方税法附則第 6条第 1項の免 除に係る所得額本人_控除後の所得額配偶者_氏名配偶者_住所配偶者_控除対象配偶者及び扶養親族の合計数配偶者_同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）の有無配偶者_前 年 の 所 得 額配偶者_控除_雑損配偶者_控除_医療費配偶者_控除_小規模企業共済等掛金配偶者_控除_配偶者特別配偶者_控除_障害者 (特別障害者を除く。 )で ある 同一生計配偶者 及び 扶養 親族の合計数配偶者_控除_特別障害者である同一生計配偶者 及び 扶養親族の合計数配偶者_控除_障害者・特別障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の別配偶者_控除_地方税法附則第 6条第 1項の免 除に係る所得額配偶者_控除後の所得額扶養義務者等_氏名扶養義務者等_受給権者との続柄

15. 特別障害給付金所得状況届 提出日 本人_個人番号本人_（又は受給資格者番号）本人_氏名 本人_住所 本人_控除対象配偶者及び扶養親族の合計数本人_同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）の有無本人_前 年 の 所 得 額本人_控除_雑損本人_控除_医療費本人̲控除̲社会保険料本人_控除_小規模企業共済等掛金本人_控除_配偶者特別本人_控除_障害者 (特別障害者を除く。 )で ある 同一生計配偶者 及び 扶養 親族の合計数本人_控除_特別障害者である同一生計配偶者 及び 扶養親族の合計数本人_控除_寡婦・ひとり親・勤労学生の別本人_控除_地方税法附則第 6条第 1項の免 除に係る所得額本人_控除後の所得額年月日 市区町村長名市区町村長の電子公印※送付_年月日※送付_文書番号公的年金受給状況

16. 老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金所得・世帯状況届 申請年度 提出日 住所 請求者_個人番号請求者_（または基礎年金番号）請求者_年金コード請求者_氏名請求者_生年月日請求者_合計所得金額（地方税法第292条第1項第13号）請求者_公的年金等収入金額請求者̲公的年金等に係る雑所得の金額請求者_※前年所得合計額請求者_課税状況（均等割）世帯員1_氏名世帯員1_生年月日世帯員1_課税状況（均等割）世帯員2_氏名世帯員2_生年月日世帯員2_課税状況（均等割）世帯員3_氏名世帯員3_生年月日世帯員3_課税状況（均等割）世帯員4_氏名世帯員4_生年月日世帯員4_課税状況（均等割）世帯員5_氏名世帯員5_生年月日世帯員5_課税状況（均等割）その他 年月日 市区町村長名市区町村長の電子公印

17. 障害・遺族 年金生活者支援給付金 所得状況届 申請年度 提出日 請求者_個人番号請求者_（または基礎年金番号）請求者_年金コード請求者_氏名請求者_生年月日請求者_住所請求者_控除対象配偶者および扶養親族の合計数請求者_同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）の有無請求者̲前年所得合計額請求者_控除_雑損請求者_控除_医療費請求者_控除_社会保険料請求者_控除_小規模企業共済等掛金請求者_控除_配偶者特別請求者_控除_障害者（特別障害者を除く。）である控除対象配偶者、扶養親族および同一生計配偶者の合計数請求者_控除_特別障害者である控除対象配偶者、扶養親族および同一生計配偶者の合計数請求者_控除_障害者・特別障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の別請求者_控除_地方税法附則第6条第1項の免除に係る所得額請求者_控除後の所得額その他 年月日 市区町村長名市区町村長の電子公印



市区町村・日本年金機構連絡欄

B．配偶者分_医療費B．配偶者分_社会保険料B．配偶者分_小規模企業共済等掛金B．配偶者分_配偶者特別B．配偶者分_地方税法附則第6条第4項の免除に係る所得額B．配偶者分_障害者(特別障害者を除く)の合計数(本人､控除対象配偶者および扶養親族)B．配偶者分_特別障害者の合計数(本人､控除対象配偶者および扶養親族)B．配偶者分_寡婦B．配偶者分_ひとり親B．配偶者分_勤労学生B．配偶者分_控除の合計額B．配偶者分_控除後の所得額B．配偶者分_特例認定区分C．世帯主分_氏名C．世帯主分_政令で定める額C．世帯主分_地方税法上の障害者・寡婦・ひとり親C．世帯主分_控除対象配偶者および扶養親族(16歳以上19歳未満を除く)数C．世帯主分_老人控除対象配偶者および老人数C．世帯主分_特定扶養親族および扶養親族(16歳以上19歳未満に限る)数C．世帯主分_前年の所得額C．世帯主分_純損失および雑損失C．世帯主分_雑損C．世帯主分_医療費C．世帯主分_社会保険料C．世帯主分_小規模企業共済等掛金C．世帯主分_配偶者特別C．世帯主分_地方税法附則第6条第4項の免除に係る所得額C．世帯主分_障害者(特別障害者を除く)の合計数(本人､控除対象配偶者および扶養親族)C．世帯主分_特別障害者の合計数(本人､控除対象配偶者および扶養親族)C．世帯主分_寡婦C．世帯主分_ひとり親C．世帯主分_勤労学生C．世帯主分_控除の合計額C．世帯主分_控除後の所得額C．世帯主分_特例認定区分天災を事由とした場合の意見連絡欄 年月日 市区町村長名市区町村長の電子公印

扶養義務者等の所得の状況_同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）の有無扶養義務者等の所得の状況_前 年 の 所 得 額扶養義務者等の所得の状況_控除_雑損扶養義務者等の所得の状況_控除_医療費扶養義務者等の所得の状況_控除_小規模企業共済等掛金扶養義務者等の所得の状況_控除_配偶者特別扶養義務者等の所得の状況_控除_障害者 (特別障害者を除く。 )で ある 同一生計配偶者 及び 扶養 親族の合計数扶養義務者等の所得の状況_控除_特別障害者である同一生計配偶者 及び 扶養親族の合計数扶養義務者等の所得の状況_控除_障害者・特別障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の別扶養義務者等の所得の状況_控除_地方税法附則第6条第1項の免除に係る所得額扶養義務者等の所得の状況_控除後の所得額年月日 市区町村長名市区町村長の電子公印※送付_年月日※送付_文書番号公的年金受給状況

扶養義務者等_住所扶養義務者等_控除対象配偶者及び扶養親族の合計数扶養義務者等_同一生計配偶者（控除対象配偶者を除く。）の有無扶養義務者等_前 年 の 所 得 額扶養義務者等_控除_雑損扶養義務者等_控除_医療費扶養義務者等_控除_小規模企業共済等掛金扶養義務者等_控除_配偶者特別扶養義務者等_控除_障害者 (特別障害者を除く。 )で ある 同一生計配偶者 及び 扶養 親族の合計数扶養義務者等_控除_特別障害者である同一生計配偶者 及び 扶養親族の合計数扶養義務者等_控除_障害者・特別障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の別扶養義務者等_控除_地方税法附則第 6条第 1項の免 除に係る所得額扶養義務者等_控除後の所得額年月日 市区町村長名市区町村長の電子公印※送付_年月日※送付_文書番号公的年金受給状況

システム印字項目名


